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開会 午前１０時０１分

○

ただ今から、平成２０年第４回与論町議会臨時会を開会します。○議長（町田末吉君）

これから、本日の会議を開きます。

○

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。○議長（町田末吉君）

会議録署名議員は、５番 坂元克英君、７番 酒匂展秀君を指名します。

○

日程第２ 会期の決定

日程第２、会期決定についてを議題とします。○議長（町田末吉君）

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。

ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

異議なしと認めます。○議長（町田末吉君）

したがって、会期は本日１日と決定いたしました。

○

日程第３ 議案第４１号 工事請負契約の変更について

（平成１９年度与論小学校校舎増改築工事１工区）

日程第３、議案第４１号、工事請負契約の変更について（平成１○議長（町田末吉君）

９年度与論小学校校舎増改築工事１工区）を、議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。町長。

おはようございます。よろしくお願いいたします。○町長（南 政吾君）

議案第４１号、工事請負契約の変更について、提案理由を申し上げます。

平成１９年度与論小学校校舎増改築工事(１工区)の設計変更にともない、請負契約

を変更しようとするものであります。ご審議のうえ議決していただけますようお願い

申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。○議長（町田末吉君）

これから、質疑を行います。

９番。

ただいま提案されました議題に関しましては、私は別に異論はご○９番（野口靖夫君）

ざいませんし、その設計変更にともなって減額ということになりますが、そのことに

関しても異論はとなえません。まったく、それで同感します。

ところで私がお伺いしたいのは、この校舎建築にあたっての付帯的な質問でござい

ますが、先日、私はこの与論小校校舎建築実行委員会の委員の一人として初めて出席

させていただきました。その中でわたしが思ったことは、もう最終的な段階に入って

いるということであります。最終的な段階に入りまして、１１月２３日が校舎の落成

の記念日ということで決定しているということを聞いております。

そこで、それにあたりましてですね、例えば、学校の学校名あるいは校章、校訓、



- 4 -

時計とかいろいろそういう物の備品と申しますか、学校に関わるこれはどこの学校に

も必要だと思うんですが、そういう物をつけなければならないと、ならないんじゃな

いんだけれども、つけるにこしたことはないと思うんですよね、そういう事業とかで

すね。

それから例えば、憩いの広場というようないわゆる公園的な整備。こういうことも

計画しているようでございます。

そこで私が申し上げたいことは、やっぱし慣例だから、今までの慣例だから、学校

名の入った校章だとか校訓とかいうものは、寄付金を募ってやってもいいんでしょう

が、私が考えるにおいてはですね、例えば、時計だとかですね、公園整備とかいうも

のは、あらゆる方々から寄付金を募ってやればいいと私は思います。その件に関しま

してはですね。

ところが、その中で校章とか校訓とかいうものはですね、そういうものはやっぱし

学校として教育をする場所としてですね、これは非常に私は必要不可欠な付帯事項じ

ゃないかと思います。ましては、この学校は私立でもなければ与論町の町立学校なん

ですね。ですので、この件に関して私は町長と教育長にお聞きしてみたいんですが、

慣例だからということではなくしてですね、もう１１月２３日には校舎落成というこ

とが予定されているわけですよね。そうなりますと準備をしなければなりません。せ

っかくこういう祝賀会をするにあたってですね、記念式典をするにあたって、やはり

校章、校訓というものは最初につけてですね、全町民で島外から人をお呼びしてです

ね、お祝いするわけですから、それぐらいせめて今のうちに段取りをつけておいてで

すね、やるべきじゃないかと私はこう思いますので、教育長のほうから、教育長の主

観といいますか、考え方はどう考えておられるのか、まずお聞きしてみたいと思いま

す。

教育長。○議長（町田末吉君）

ごもっともなご指摘でありまして、やっぱり学校というのは、よ○教育長(田中國重君)

り教育的に整備された環境でなければいけないということは、基本的に考えておりま

す。校章、校名、校訓いずれも非常に大切なことでありますが、なんせ限られた予算

の中でどう対処するかということが、１番我が与論町にとりまして今課題であります。

できるだけその方向でとは思っておりますけれども、一応最低限の施設、設備はなん

とかこぎつけて、今、段々素晴らしい形でなりつつありますが、このことに関しては

予算も再度検討いたしまして、取り付けるべきは最小限。是非とも必要だということ

で考えられますことは、十分に検討して、今後対処していきたいというふうに思いま

す。

町長。○議長（町田末吉君）

ただいまのご質問にお答えさせていただきたいと思います。○町長（南 政吾君）

ご承知のように、最初にこの与論小学校を計画したときに、私共与論町の財政を検討

いたしまして、非常に難産をしてやっと今までこぎつけたという状況がございます。

そういう中で、最初の設計段階で削れるのは徹底して削ると、削ることのみを考えて

こうやってきているわけでありますが、その中でやっぱし例えば今作らなきゃならな

いという最低限の物を考えてきたわけで、いろんな既製品とか改めてやるよりは予算
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的にいろいろな面で得をするんじゃないかと、安くなるできるんじゃないかという部

分は、相当カットされている面がございます。そういうこともありましてですね、い

ろんな角度から検討して充実した環境で子ども達が勉強できるような条件はしなくて

はいけないというふうに考えています。前向きに検討させていただきたいというふう

に思っております。

現在、これを認めていただければ５億８，２００万余りという形になるわけであり

ますけれども、やっぱし子ども達が１番は安心してですね、落ち着いてできるという

のが第一でございますので、それを基準に考えて対応してまいりたいと前向きに検討

していきたいというふうに考えております。

３番。○議長（町田末吉君）

事業変更ということですが、内容についての説明を求めます。○３番（喜山康三君）

教育委員会事務局長。○議長（町田末吉君）

ご説明いたします。議案の説明資料としまして図○教育委員会事務局長（野田俊成君）

面をつけているかと存じますが、その中の赤塗りの下の箇所、この箇所のですねコン

クリート量の変更でありまして、かなり地盤が強度でるあるということで考えまして、

コンクリートの５立米の量を減じてございます。それが主な減額の要因です。

これで質疑を終わります。○議長（町田末吉君）

お諮りします。議案第４１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって委員会付

託を省略したいと思います。

ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

異議なしと認めます。○議長（町田末吉君）

したがって、議案第４１号については、委員会付託を省略することに決定しました。

これから、討論を行います。

[「なし」と呼ぶ者あり]

討論なしと認めます。○議長（町田末吉君）

これから、議案第４１号、工事請負契約の変更について（平成１９年度与論小学校

校舎増改築工事１工区）を採決します。

お諮りします。本案は、可決することにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

異議なしと認めます。○議長（町田末吉君）

したがって、議案第４１号、工事請負契約の変更について（平成１９年度与論小学校

校舎増改築工事１工区）は、可決されました。

○

日程第４ 議案第４２号 工事請負契約の変更について

（平成１９年度与論小学校校舎増改築工事２工区）

日程第４、議案第４２号、工事請負契約の変更について（平成１○議長（町田末吉君）

９年度与論小学校校舎増改築工事２工区）を、議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。町長。
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議案第４２号、工事請負契約の変更について提案理由を申し上げ○町長（南 政吾君）

ます。平成１９年度与論小学校校舎増改築工事(２工区)の設計変更にともない、請負

契約を変更しようとするものであります。ご審議のうえ議決していただけますようお

願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。○議長（町田末吉君）

これから、質疑を行います。

３番。

この事業の変更理由について説明を求めたいと思います。それと○３番（喜山康三君）

ですね、本題とちょっとそれますが、今、西側の校舎の外装が終了しておりますが、

青い塗装をされてる部分があって、デザイン的にいかがなものかなと町民からちょっ

と指摘もされまして、そのデザインについては、あのような色彩に落ち着いた理由と

か、なぜあのような形になったのか、その辺についての説明も一緒にいただければと

思います。

教育委員会事務局長。○議長（町田末吉君）

ご説明いたします。最初に今回も減額の理由です○教育委員会事務局長（野田俊成君）

けども、同じように説明資料としてつけてございますが、当初、水道工事を県道の本

管から６８メーターの設計でございました。実際にはプールへの管があるということ

で６５メーターは引き込みが必要なくて、３メーターでいいということで計６５メー

ターの水道工事の減額が主なもので、約１７０万円の減額になっております。これが

主な減額の理由です。

２点目、ブルーの校舎のラインの件ですが、何回も建設委員会を開催いたしまして、

学校長を中心にしましてですね、その中で与論の青い海青い空というイメージも取り

込みまして、このデザインでいこうじゃないかということで、検討委員会の決定であ

のような色彩に落ち着いたところです。以上です。

３番。○議長（町田末吉君）

これだけ工事の変更にともなう減額ということですが、簡単な話○３番（喜山康三君）

が当初の計画自体が杜撰というか、ちゃんと調査をされてないで予算を組まれている

という、非常にみっともないようなやり方じゃないかなと思いますので、今後こうい

うことがないよう対処していただきたい。

それとデザインの件なんですけどね、非常にけばけばしくて、非常に違和感を覚え

るという方があるんですよ。そういう意見なんですよね。それでもう１回ちょっとそ

の辺は内部で再検討か検討いただく方法はできないでしょうか。町長いかがでしょう

か。

町長。○議長（町田末吉君）

基本的にですね、この学校というのもその地域の学校、みんなの○町長（南 政吾君）

学校という考え方で地域の意見を中心に意見を徴収してやるということで、基本的に

最初からその地域にお願いしますと、みんなが納得できるような学校を作ってくださ

いと、そして納得できるような教育をしてください。ということでお願いをしてござ

いましてですね、みんながその地域が納得をしてやっていただくというのが基本にな

っていますので、私共としてはそれについては地域に任せるということでやっていき
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たいと思います。

これで質疑を終わります。○議長（町田末吉君）

お諮りします。議案第４２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって委員会付

託を省略したいと思います。

ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

異議なしと認めます。○議長（町田末吉君）

したがって、議案第４２号については、委員会付託を省略することに決定しました。

これから、討論を行います。

[「なし」と呼ぶ者あり]

討論なしと認めます。○議長（町田末吉君）

これから、議案第４２号、工事請負契約の変更について（平成１９年度与論小学校

校舎増改築工事２工区）を採決します。

お諮りします。本案は、可決することにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

異議なしと認めます。○議長（町田末吉君）

したがって、議案第４２号、工事請負契約の変更について（平成１９年度与論小学校

校舎増改築工事２工区）は、可決されました。

○

以上で本日の日程は、全部終了しました。○議長（町田末吉君）

会議を閉じます。

平成２０年第４回与論町議会臨時会を閉会します。

ご苦労様でした。

○

閉会 午前１０時１８分
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。

与論町議会議長

与論町議会議員

与論町議会議員


